
自治区緊急情報伝達FAX登録申請書
申請日　令和８年　　月　　日
豊田市防災対策課　行き（ＦＡＸ　０５６５－３４－６０４８）
提出期限:令和８年３月１９日(木）
※新年度（令和８年度）の区長様の情報を記入してください
	①自治区名
	

	②自治区番号(不明な場合は空欄可)
	

	③区長名
	

	④区長連絡先（自宅又は携帯電話番号）
	　　　　　－　　　　　　－

	⑤登録するFAX番号の有無(いずれかに○)
※「なし」の場合、メール登録後に☑
	あり　　　・　　なし

	
	⇒「なし」に○をつけた場合、メールの登録はしましたか？
	□


裏面「自治区緊急情報伝達FAX　利用規約」に同意し､登録申請します｡

●FAX番号の登録（３件以内）　※登録する番号が無い場合、以降の記載は不要
★可能な限り１番号以上は登録してください（個人宅が難しい場合、集会所等のFAXも可）
★登録される番号の所有者の同意を得てください
★「連絡先電話番号」は登録内容に不明点がある場合、確認連絡させていただく電話番号です
	№
	登録する方
	役職
	登録FAX番号
	連絡先電話番号

（自宅又は携帯）

	記入例
	防災　太郎
	区長
	××－××××
	××－××××

	
	減災　次郎
	副区長
	△△－△△△△
	△△－△△△△

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	


●注意

申請のあった全ての番号を登録後、令和８年４月１日以降にテストFAXを送信させていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
　

自治区緊急情報伝達FAX　利用規約

自治区緊急情報伝達FAX（以下「伝達FAX」といいます。）は、豊田市（以下「市」といいます。）が必要と判断した緊急情報等を登録されたFAX番号にインターネットを経由して提供するものです｡登録される方（以下「登録者」といいます。）は以下の利用規約を遵守してください。

１　免責事項

伝達FAXは通信回線設備、システム障害、定期又は緊急のメンテナンス、天災地変、戦争、テロ、各通信事業者の事由によるもの及びその他やむを得ない事由により、登録者に事前に通知することなく、遅延又は停止する場合があります。
また、通信状態や受信側FAX機器の設定や状態によって、伝達FAXが届かない場合があります。伝達FAXの不達、遅延又は中断の発生及びこれに起因する登録者又は第三者が被った損害について、市は一切の責任を負いません｡
２　費用負担

伝達FAXの登録料及び情報提供料は無料ですが、受信側FAX機器に係る基本使用料金、消耗品費及び電気料金等は登録者の負担となります。

３　個人情報の取扱い

登録されたFAX番号は、伝達FAXによる情報提供にのみ使用するものとし、他の目的には一切使用しません。
また、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が発生しないよう細心の注意を払い、適切な安全対策を講じ､登録者の承諾なく第三者に提供及び開示することはありません。ただし、法令に基づき公的機関（官公庁、裁判所、警察等）から提出の要請があった場合は、開示することがあります。

別紙１(要提出)





【問合せ】


豊田市防災対策課システム基盤担当 志水


電　話：０５６５－３４－６７５０


ＦＡＸ：０５６５－３４－６０４８


メール：bousai@city.toyota.aichi.jp








【裏面あり】








